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現 状 と 県 の 取 組 状 況 

 輝く鳥取創造本部（観光交流局観光戦略課） 

【現 状】 

１ 航空法では、航空従事者の携帯が必要な書類や乗組員のアルコールの影響に関して、以下のとおり規定されている。 

〇第67条（航空従事者の携帯する書類） 

航空従事者は、その航空業務を行う場合には、技能証明書を携帯しなければならない。 

〇第70条（アルコール又は薬物） 

航空機乗組員は、アルコール又は薬物の影響により航空機の正常な運航ができないおそれがある間は、その航空業務を行つてはならない。 

 （参考：航空運送事業者に対する規制内容） 

・乗務前後のアルコール検査の義務化 

    ・飛行乗務前８時間以内の飲酒の禁止 

 〇第104条（運航規程及び整備規程の認可） 

   本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める航空機の運航及び整備に関する事項について運航規程及び整備規程を定め、国土交通大臣

の認可を受けなければならない。 

２ 航空法第112条では、上記に違反する事案が発生した場合、国土交通大臣は、輸送の安全を確保するため必要な措置を講ずることを命ずるこ

とができるとされている。 

３ 国土交通省は、令和６年12月27日、日本航空に対し「業務改善勧告」を行い、「飲酒対策を含む安全確保に関する社内意識改革」「運航乗務員

の飲酒傾向の管理の更なる強化」「アルコール検査体制の再構築」「厳重注意を受けた再発防止策の定着状況の継続的な確認を含む安全管理体

制の再構築」を求め、再発防止策を報告するよう指示を行った。 

４ 日本航空は令和７年１月24日、業務改善勧告に対する措置として、「飲酒対策を含む安全確保に関する社内意識改革」「運航乗務員の飲酒傾

向の管理の更なる強化」「アルコール検査体制の再構築」「厳重注意を受けた再発防止策の定着状況の継続的な確認を含む安全管理体制の再構

築」「運航本部の組織課題に対する対応」の５つの柱からなる再発防止に向けた取り組みを国土交通省に提出した。 

 

【県の取組状況】 

  航空法に基づく許認可については、国土交通省が所管している。そのため、各航空会社への指導・監督についても、国土交通省が行ってお

り、県は指導・監督権限を有していない。 

 

※参考法令：航空法第67条（航空従事者の携帯する書類）、第70条（アルコール又は薬物）、第104条（運航規程及び整備規程の認可）、第112条

（事業改善の命令） 
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